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ゆれやすさマップ（想定地震：南海トラフ巨大地震）

吉井地区

玉之江駅

津波浸水想定区域（想定地震：南海トラフ巨大地震）
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液状化マップ（想定地震：南海トラフ巨大地震：西条市想定）

洪水ハザードマップ（中山川）
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広江川洪水氾濫危険区域図

国道196号

吉井小学校

一ツ橋川洪水氾濫危険区域図

国道196号

吉井小学校
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崩口川洪水氾濫危険区域図

国道196号

吉井小学校

高潮ハザードマップ
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災害種別 発生の状況（時系列） 西条市の
発生確率

事前の
防災行動

（早めの行動）

発災後の
減災行動

（被害拡大防止）

台風起因の災害
（氾濫、土砂災害、高潮）

台風は、発生から被害が生じるまでに１週間から１０日近くの
前兆期間があるため、５日前程度から事前の防災行動を開始
することができる。

高 ◎ ◎

前線性起因の災害
（氾濫、土砂災害）

前線性降雨は、気象庁から２日前程度には発表される気象情
報をベースに事前の防災行動を開始することができる。 高 ○ ◎

局地的集中豪雨
（氾濫、土砂災害）

局地的集中豪雨は、最新の気象予測技術であっても行動猶
予時間は、３０分～６０分しかないが、その時間を有効に活か
すため自らの行動を素早く判断できるように事前に防災行動
計画が必要である。

高 ✕～△ ◎

発達性低気圧による
雪害

気象庁から２日前程度には発表される防災情報をベースに事
前の防災行動を開始することができる。 中 ○ ◎

火山噴火災害

国内の常時監視火山は、気象庁や研究機関の監視体制にあ
り、観測体制も整備されている。また、西条市への影響は、九
州地区での噴火による火山灰のみに限定される。

低 △～◎ ◎

津波災害
西条市の地域的特性から、最も近い南海トラフを発生源とす
る地震においても＋１ｍの津波到達まで２２２分あり、十分に
防災行動を開始することができる。

高 ◎ ◎

地震災害

地震予知は、困難である。ほとんど突発的に発生することから、
防災行動はほぼ不可能である。ただし、予防的な取り組み及
び減災行動（事後の対応行動）を予め整理しておくことは、重
要である。

高 ✕ ◎

災害の種類

自助・共助の重要性
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災害への備え（自助・共助の重要性）

タイムライン

避難

阪神・淡路大震災で生き埋めや閉じ込められた状況から誰に助けてもらったかという問いに対し「自力で・家族に」の自
助は約67％、「友人・隣人に」の共助が30％、「救急や自衛隊等に」の公助は2％未満でした。

また、東日本大震災では、地震や津波によって市町村の首⾧や職員、施設が被災したため、市町村の行政機能が麻痺し、
住民自身による自助、地域コミュニティにおける共助が避難所運営等において重要な役割を果たしました。

近年、激甚化・頻発化する豪雨災害や、今後発生が危惧されている南海トラフ地震等の大規模災害に備え、自助・共助の
役割の重要性が高まっています。

共助
地域の自主防災組織、自治会、消防団、地域企業等は、日
頃から地域コミュニティの維持・発展に取り組み、いざと
いう時に互いに支え合う地域力の強化に努める。
・自主防災組織等による地域主導の防災訓練
・地区防災計画の策定
・地域の担い手の育成
・自主防災組織、自治会、企業等との連携・交流

公助
市等は、市民の安全と安心を確保するため、災害時には市
民、地域、行政の力を結集できるよう、多様な視点からの
仕組みづくりや環境整備に努める。
・防災体制・組織の強化・充実
・ハード・ソフト対策の推進
・市民、地域、行政の力が結集できる仕組みづくり

自助
市民は自らの命を守ることを最優先とし、

日頃からの備えやいざという時のための判
断力・行動力を強化し、地域での相互交流
を深め、災害対応力の強化に努める。
・災害に関する正しい知識の習得
・マイ・タイムラインの作成
・７日分の食料等の備蓄
・防災訓練、防災講座への参加
・地域内の支えあい推進

災害に強く安全で安心して
暮らせるまちづくり

電気やガス、水道などのライフラインが止
まった場合に備えて、普段から飲料水や保存の
効く食料などを備蓄しておきましょう。

防災のために特別なものを用意するのではな
く、できるだけ、普段の生活の中で利用されて
いる食品等を備えるようにしましょう。

※ 大規模災害発生時には、「１週間分」の備蓄が望ましいとさ
れています。

自分の命は自分で守る（自助）

食料・飲料などの備蓄

避難する時のために、３日分の食料・飲料や
日用品、衣類等必要なものを入れた非常用持
ち出し袋を準備しましょう。

非常用持出袋の準備

ローリングストック法
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自分の命は自分で守る（自助）
家具などの転倒防止

自分の命は自分で守る（自助）

早めの避難と分散避難のすすめ

土砂災害や水害から見を守り、素早く対応するには「日頃の備え」と
「早めの避難」を心がけることが大切です。

「避難」とは「難」を「避」けることです。ハザードマップで自宅が
危険な区域に位置している場合は、市指定の避難所に避難して下さい。

なお、新型コロナウイルス感染症対策として、３密となる指定避難所
だけでなく安全な親戚や知人宅などへの避難も考えておくことが大切で
す。
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自分の命は自分で守る（自助）

マイタイムラインを作る

マイ・タイムラインは、災害の危険が高まるときに、一人ひ
とりがとるべき防災行動について、「いつ」、「何をするの
か」を整理した個人の防災計画です。行動のチェックや、避難
の判断をサポートするツールとして役立てることができます。

西条市の土砂災害ハザードマップ、高潮ハザードマップは、
風水害、高潮からの避難に必要な知識を習得しながら、家族で
話し合って、マイ・タイムラインシートを作成することにより、
適切な避難行動を事前に整理できるようになっています。

また、マイタイムラインは西条市のホームページから手に入
れることもできます。

https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/kikikanri/timeline.html

西条市 マイタイムライン

地域で助け合う（共助）

地区防災計画とは、一定の地域にお住いの皆さまが、自分たち
の地域の人命、財産を守るための助け合い（共助）について、
自発的な防災活動計画を策定すること です。

地区防災計画の特徴は、地区の特性をよく知っている地区居住
者等自身が、計画の作成に参加することによって、地区の実情に
即した地域密着型の計画を作成することが可能になり、地域防災
力の底上げを効果的に図ることにつながります。

法律上例示されている内容は、①防災訓練、②物資及び資材
の備蓄、③地区居住者等の相互の支援となっています。

計画を作成するに当たっては、これらの例示も参考に、計画の
内容を考えることになりますが、④計画の名称、⑤計画の対象
範囲（位置・区域）、⑥基本方針（目 的）、⑦活動目標（指標
等）、⑧⾧期的な活動予定等を定めておくと有用です。

地区防災計画を作成しよう

１．地区防災計画とは？

２．地区防災計画の内容

※地区防災計画に係る説明会、勉強会について
ご希望に応じ公民館、集会所にお伺いします。

※地区防災計画がない地区対象

No. 地区名 策定年月

1 橘校区 平成29年2月

2 飯岡校区 平成30年2月

3 大町校区 平成31年2月

4 神戸校区 令和4年4月

地区防災計画作成状況


